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ニュースコンテナ記事 No7                                                       ■ 発行 ２００４．３．１０       

  日本製ＯＦケーブルからの微量ＰＣＢ検出事例 
   138 件が判明         環境省 
 

 

 

    

      

〒336 -0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

 
 ＯＦケーブルからのＰＣＢ検出は、日本のＯＦケーブルメーカー等９社が１６年２月１２日に行った経済産

業省への報告で判明したもので、報告にはメーカー各社によるＰＣＢ混入の実態、原因、ユーザーへの

情報提供対応についての調査・検討結果も含まれています。 

 また、現在のＯＦケーブル工場のケーブル絶縁油を取り扱う工程には各社いずれもＰＣＢを含まな

いことが確認されています。なお、ＯＦケーブルの使用実態や既にＯＦケーブルメーカーからユーザー

に対して情報提供がなされていることから、直ちに生活環境への影響が懸念されるものではありま

せん。混入事例の分析結果では、ＰＣＢが規制されていなかった昭和５０年以前に受け入れたＯＦケー

ブル用の鉱油が混入の要因となっていると推定されています。今後メーカー各社は全ユーザーに対

して、ＰＣＢが混入したＯＦケーブル設備の取り扱いに関する技術情報や、分析機関の情報開示を積極

的に行うとの方針を示しています。 

 なお、これらの情報提供を受けた環境省としても、経済産業省と共同して開催している「低濃度ＰＣ

Ｂ汚染物対策検討委員会」でこの件の対応を検討するとしたほか、都道府県・政令市に対してこの件に

ついての報提供を行うとしています。 

 さらに、関係事業者や産廃処理業者に対しては、今後廃棄しようとするＯＦケーブルにＰＣＢ混入が

確認された場合には、事業者がＰＣＢ廃棄物として適正保管処理を行うこと、保管届出を提出すること

を周知、指導するよう要請しました。  
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